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○社会福祉法（抄） 

 （昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号） 

最終改正：令和元年六月十四日公布（法律第三十七号） 

 

第二章 地方社会福祉審議会   

（地方社会福祉審議会）  

第七条 社会福祉に関する事項（児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。）を

調査審議するため、都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項 の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五

十二条の二十二第一項 の中核市（以下「中核市」という。）に社会福祉に関する審議

会その他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）を置くものとする。  

２ 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属

し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。  

 

（委員）  

第八条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議

員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指

定都市若しくは中核市の長が任命する。  

 

（臨時委員）  

第九条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委

員を置くことができる。  

２ 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議

員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指

定都市若しくは中核市の長が任命する。  

 

（委員長）  

第十条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長一人を置く。委員長は、会務を総

理する。  



 

 

（専門分科会）  

第十一条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するた

め、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、

身体障害者福祉専門分科会を置く。  

２ 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老

人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。  

 

（地方社会福祉審議会に関する特例）  

第十二条 第七条第一項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、

条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関す

る事項を調査審議させることができる。  

２ 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合

においては、前条第一項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議

するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。  

 

（政令への委任）  
第十三条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で

定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
第二節 地域福祉計画 
 
（市町村地域福祉計画） 
第百七条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 
二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事

項 
 
２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるもの

とする。 
 
３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価

を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更す

るものとする。 
 
（都道府県地域福祉支援計画） 
第百八条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域

的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定

める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 
一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 
二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 
三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 
四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のため

の基盤整備に関する事項 
五 市町村による第百六条の三第一項各号に掲げる事業の実施の支援に関する事項 
 
２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あら



かじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容

を公表するよう努めるものとする。 
３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析

及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支

援計画を変更するものとする。 
 


